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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和2年9月17日(2020.9.17)

【公開番号】特開2018-200414(P2018-200414A)
【公開日】平成30年12月20日(2018.12.20)
【年通号数】公開・登録公報2018-049
【出願番号】特願2017-105474(P2017-105474)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ  15/20     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ  21/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｇ   15/20     ５５５　
   Ｇ０３Ｇ   21/00     ３７０　

【手続補正書】
【提出日】令和2年7月30日(2020.7.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データから画像形成用の画像信号を形成する画像処理手段と、
　前記画像信号に基づき未定着の画像を記録材に形成する画像形成手段と、
　前記画像形成手段により画像が形成された記録材を加熱して定着する、一対の回転体を
有する定着手段と、
　前記定着手段の目標温度を第１の温度、又は前記第１の温度より高い第２の温度に制御
する制御手段と、
を備えた画像形成装置であって、
　前記制御手段は、複数の画像を連続してプリントする場合、前記複数の画像のうち少な
くとも１番目からｎ番目までの各画像の画像濃度情報を前記画像処理手段から取得し、
　前記画像濃度情報に閾値以上の濃度が含まれている場合、前記定着手段の目標温度を前
記第２の温度として、前記閾値以上の濃度の画像からｎ番目の画像の定着を行い、前記定
着手段の目標温度を前記第２の温度から前記第１の温度に切り替え、ｎ＋１番目以降の画
像の定着を行うことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記画像濃度情報に閾値以上の濃度が含まれていない場合、前記定着手段の目標温度を
前記第１の温度として、１番目からｎ番目の画像の定着を行うことを特徴とする請求項１
に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記画像処理手段によって、前記閾値以上の濃度を有する画像部の面
積ないし長さを取得し、あらかじめ設定された閾値以上の面積ないし長さを取得した場合
に前記目標温度を前記第２の温度に設定することを特徴とする請求項１又は請求項２に記
載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記制御手段による前記画像濃度情報の取得は前記連続のプリントの開始時における前
記定着手段の立ち上げ時温度が所定の閾値未満の時だけであることを特徴とする請求項１
～３の何れか１項に記載の画像形成装置。
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【請求項５】
　画像データから画像形成用の画像信号を形成する画像処理手段と、
　前記画像信号に基づき未定着の画像を記録材に形成する画像形成手段と、
　前記画像形成手段により画像が形成された記録材を加熱して定着する、一対の回転体を
有する定着手段と、
　前記定着手段の目標温度を第１の温度、又は前記第１の温度より高い第２の温度に制御
する制御手段と、
を備えた画像形成装置であって、
　前記制御手段は、複数の画像を連続してプリントする場合、前記複数の画像のうち少な
くとも１番目からｎ番目までにカラー画像が含まれるか否かの情報を前記画像処理手段か
ら取得し、
　前記１番目からｎ番目の画像にカラー画像が含まれている場合、前記定着手段の目標温
度を前記第２の温度として、前記カラー画像からｎ番目の画像の定着を行い、前記定着手
段の目標温度を前記第２の温度から前記第１の温度に切り替え、ｎ＋１番目以降の画像の
定着を行うことを特徴とする画像形成装置。
【請求項６】
　前記１番目からｎ番目の画像にカラー画像が含まれていない場合、前記定着手段の目標
温度を前記第１の温度として、１番目からｎ番目の画像の定着を行うことを特徴とする請
求項５に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記制御手段による前記カラー画像が含まれるか否かの情報の取得は前記連続のプリン
トの開始時における前記定着手段の立ち上げ時温度が所定の閾値未満の時だけであること
を特徴とする請求項５又は請求項６に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記第２の温度は、前記連続のプリントの開始からのページ枚数が増えると温度が下が
るように設定されたことを特徴とする請求項１～７の何れか一項に記載の画像形成装置。
【請求項９】
　前記第２の温度は前記定着手段の温まり具合に応じてその温度が可変であることを特徴
とする請求項１～８の何れか一項に記載の画像形成装置。
【請求項１０】
　前記定着手段の少なくとも１つの部材の温度を検知する温度検知部材を有し、前記制御
手段は前記温度検知部材の検知温度に基づき前記定着手段の温まり具合を判断することを
特徴とする請求項９に記載の画像形成装置。
【請求項１１】
　前記定着手段は、ヒータを有し、
　前記一対の回転体のうち、第１の回転体はフィルムであり、第２の回転体は加圧ローラ
であり、前記ヒータと前記加圧ローラで前記フィルムを挟むことで、記録材に画像を定着
する定着ニップを形成することを特徴とする請求項１～１０の何れか１項に記載の画像形
成装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記の目的を達成するための本発明に係る画像形成装置の代表的な構成は、画像データ
から画像形成用の画像信号を形成する画像処理手段と、前記画像信号に基づき未定着の画
像を記録材に形成する画像形成手段と、前記画像形成手段により画像が形成された記録材
を加熱して定着する、一対の回転体を有する定着手段と、前記定着手段の目標温度を第１
の温度、又は前記第１の温度より高い第２の温度に制御する制御手段と、を備えた画像形
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成装置であって、前記制御手段は、複数の画像を連続してプリントする場合、前記複数の
画像のうち少なくとも１番目からｎ番目までの各画像の画像濃度情報を前記画像処理手段
から取得し、前記画像濃度情報に閾値以上の濃度が含まれている場合、前記定着手段の目
標温度を前記第２の温度として、前記閾値以上の濃度の画像からｎ番目の画像の定着を行
い、前記定着手段の目標温度を前記第２の温度から前記第１の温度に切り替え、ｎ＋１番
目以降の画像の定着を行うことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　（定着動作）
　フィルムユニット２８は加圧ローラ２１に対してヒータ２３の側を対向させて実質平行
に配列して定着フレーム２９の一端側と他端側の側板７１・７１間に配置されている。そ
して、加圧ローラ２１の芯金２１１とフィルムユニット２８のステー２５は、長手方向両
端部において不図示の加圧機構の加圧スプリングにより加圧ローラ２１とフィルム２２が
接触するように加圧ローラ２１の弾性に抗して加圧されている。本実施例において加圧機
構による加圧力は総圧１９６Ｎ（２０ｋｇｆ）である。その加圧力により加圧ローラ２１
とフィルム２２間には記録材搬送方向Ｂに関して所定幅のニップＮＦが形成される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　記録材Ｓ上のトナー量がある幅を持つ理由は、主に二つある。一つ目の理由は、一次転
写の際に、ドラム５上からベルト４へドラム５側のすべてのトナーを転写できるわけでは
ないことである。二つ目の理由は、二次転写の際に、ベルト４上から記録材Ｓへベルト４
側のすべてのトナーを転写できるわけではないことである。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
　（設定４）
　この設定４は、４枚目に２００％画像が来た場合に５枚目標準温調温度で定着性ＮＧの
例である。設定４では、１枚目から３枚目までと５枚目と６枚目は画像パターンとしては
同じく図７に示すＲｅｄ、Ｇｒｅｅｎ、Ｂｌｕｅの２次色縦帯を配置した画像において画
像濃度だけを１８０％にして、標準温調温度である２００℃にして定着させた。４枚目は
画像パターンとして図７に示すＲｅｄ、Ｇｒｅｅｎ、Ｂｌｕｅの各２次色濃度が２００％
である縦帯画像を配置した画像を２０７℃温調で定着させた。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　（設定６）
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　この設定６は、６枚目に２００％画像が来れば標準温調温度でも定着性ＯＫの例である
。設定６では、１枚目から５枚目までは画像パターンとしては同じく図７に示すＲｅｄ、
Ｇｒｅｅｎ、Ｂｌｕｅの２次色縦帯を配置した画像において画像濃度だけを１８０％にし
て、標準温調温度にて定着させた。６枚目は画像パターンとして図７に示すＲｅｄ、Ｇｒ
ｅｅｎ、Ｂｌｕｅの各２次色濃度が２００％である縦帯画像を配置した画像を２００℃温
調で定着させた。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７９】
　図１を参照して、画像形成装置Ｐがプリント信号を受け取ると（Ｓ２０）、まずジョブ
内ページカウント（以降、ＣＮＴと略記）をゼロにする。つぎに定着装置Ｆの温まり具合
を検出するためサーミスタ２６の示す温度を取得する（Ｓ２１）。このサーミスタ２６の
示す温度で定着装置Ｆの、プリント開始時における立ち上げ時温度が所定の閾値未満、本
実施例においては４２℃未満かどうかを判断する（Ｓ２２）。Ｙｅｓすなわちコールド状
態であると判断するとＳ２３へ進む。Ｎｏである場合には温調温度補正を行わない目標温
調温度設定（第１の温調温度：ここでは目標温調温度を２００℃に設定）を行う（Ｓ３０
）。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８０】
　Ｓ２３では制御処理中のページカウントを認識するためＣＮＴに１を足す。そしてＣＮ
Ｔが所定枚数である５以下であるかどうか（６より小さいかどうか）を判断する（Ｓ２４
）。Ｎｏである場合には温調温度補正を行わない目標温調温度設定（目標温調温度を２０
０℃に設定）を行い（Ｓ３０）、Ｙｅｓである場合には画像濃度取得を行う（Ｓ２５）。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
　一方、Ｓ２６にてＮｏの場合には目標温調温度を２００℃に設定し（Ｓ３２）、５枚目
までは画像濃度に基づいて目標温調温度を上げるかどうかの判断を繰り返すため、Ｓ２３
に戻る。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０７】
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【表３】

【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０８】
　表３の画像組合せ３の評価結果より、比較例１の構成では２～５枚目まで２次色部にお
ける定着不良の発生が認められた。また比較例２においては３～５枚目において定着不良
の発生が認められた。３枚目以降にも定着不良の発生が認められるのは、２枚目に高濃度
の画像である２００％ＲＧＢがあるがために、次のページの３枚目で定着フィルム２２の
表面温度が低下しているからである。比較例３構成においては定着不良の発生はないもの
の、６枚目にカールの発生が認められた。
　一方で実施例１の構成においては定着不良およびカールの発生はともになく、良好であ
った。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】

【手続補正１３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図９
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図９】
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